
平成２６年度 第７回安城市定例教育委員会会議録  

 

日  時   平成２６年１０月２日（木）午後３時  

場  所   安城市役所 第１０会議室   

出席した委員  舩尾恭代   委員長  

       都築雅人  委員長職務代理者  

       鳥居恵子   委 員  

       杉山春記   教育長  

出席した職員  杉浦三衛   教育振興部長  

       岩月隆夫   生涯学習部長  

       加藤 勉  総務課長  

              神尾壽明   学校教育課長  

       早川雅己   給食課長  

       大見 智  生涯学習課長  

       野畑 伸  スポーツ課長  

       寺澤正嗣   中央図書館長  

       岡田知之   中央図書館主幹  

牧 浩之  文化振興課長  

筒井良廣  総務課課長補佐  

傍 聴 者   ２名  

開  会   午後３時１分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２６年８月２１日開催の定例教育委員会会議録  

 

第 ２ 委員長、教育長等の報告  

＜委員長＞  

 ９月 ９日 安城高校体育大会  

 ９月１８日  作手高原野外センター現地視察  

 ９月２１日  行政視察  

  ～２３日  

 ９月２５日  臨時教育委員会  



１０月  １日  三河安城小学校研究発表会  

   ＜教育長＞  

８月２３日 市職員採用試験  

８月２４日   〃 

      安城市民盆踊りの集い  

８月２６日 ＮＰＢガールズトーナメントオール愛知ガールズ

表敬訪問  

９月 １日 市議会開会  

９月 ２日 市議会一般質問  

９月 ３日    〃 

９月 ５日 市議会議案質疑・決算特別委員会  

９月 ６日 安城母と女性教師の会  

９月 ７日 高棚修武会５０周年剣道大会  

９月 ８日 市政懇談会  

９月 ９日  敬老訪問  

９月１０日 市民文教常任委員会・決算分科会  

９月１１日 桜林小学校現職教育訪問  

９月１４日 敬老メッセージ発表会  

９月１６日 梨の里小学校現職教育訪問  

９月１７日  定例校長会  

      安城文化賞等審査委員会  

９月１８日  市議会決算特別委員会  

      作手高原野外センター現地視察  

９月１９日  高棚小学校現職教育訪問  

９月２０日  スポーツ観戦推進事業  

９月２１日  行政視察  

 ～２３日  

９月２４日  古井町内会陳情対応  

      新生みどり予算要望会  

      商工会議所情報交換会  

９月２５日  市議会閉会  

      臨時教育員会  



９月２６日  里町小学校現職教育訪問  

      市幹部会  

９月２７日  安城創意くふう展表彰式  

９月２８日  豊麗会民謡まつり  

９月２９日  安城北部小学校現職教育訪問  

９月３０日  附属岡崎中学校研究発表会  

      教育支援委員会  

１０月  １日  三河安城小学校研究発表会  

                  以上に出席しました。  

 

第 ３ 議題  

第１８号議案  安城市教育委員会表彰について  

第１８号議案について総務課長説明する。  

内容：安城市西中学校へ楽器を寄附したＮＰＯ法人イエロー・エン

ジェルに対して、安城市教育委員会表彰要綱の規定により、

感謝状を贈呈したい。  

 （全員異議なし承認）  

第１９号議案  安城市教育委員会表彰について  

第１９号議案についてスポーツ課長説明する。  

内容：安城市スポーツ推進委員に就任して以来、永年にわたり地域

のスポーツ振興に尽力された方について、安城市教育委員会

表彰要綱の規定により、表彰状を贈呈したい。  

（全員異議なし承認）  

 第２０号議案 安城市教育委員会表彰について  

第２０号議案について中央図書館長説明する。  

内容：南吉大型紙芝居「ごんぎつね」他（全２２品）を寄附した三

河安城ロータリークラブに対して、安城市教育委員会表彰要

綱の規定により、感謝状を贈呈したい。  

都築職務代理者：全２２点というのは、“ごんぎつね”であったら３セ

ットとかですか、それとも２２種類ということですか。  

中央図書館長：詳細を申し上げますと、“ごんぎつね”については本編

の原本ですね、手書きのものをいただいたのと、複製・転載件数とし



ては大型のものを１点と普通サイズのものを２点、その他のものにつ

きましても大きいものを１点、普通サイズのものを２点ということで、

それらと舞台の大きいものと小さいもの、電子データを１枚付けてい

ただいて、合計で２２点ということになっています。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 報告事項  

（１）平成２６年度９月補正予算について  

 報告事項（１）について総務課長、学校教育課長、生涯学習課長説明

する。  

 内容：教育センターへの移転に伴う備品の購入等（総務課）、教育セ

ンター改修工事及び備品の購入等（学校教育課）、寄附金受納

による財源更正（生涯学習課）について  

舩尾委員長：教育センターの大研修室用のプロジェクターは性能がよい

ものなのでしょうか。  

学校教育課長：金額といたしましては４５０万します。２００人が見る

スクリーンに映しますので、画像が明るくて大型なものでございます。  

舩尾委員長：映画を見たりするのですか。  

学校教育課長：主に研修用に活用させていただきます。ＤＶＤを投映す

ることもあります。  

（２）安城市防災キャンプ事業の結果について  

報告事項（２）について生涯学習課長説明する。  

 内容：安城市防災キャンプ事業として、７月１２日（土）北部公民館

で防災講演会を実施し、１３０人が参加した。また８月２３日

（土）から８月２４日（日）にかけて安城北部小学校及び北部

公民館で防災キャンプを実施し、キャンプ申込者４２人、地域

住民４２５人が参加した。  

都築職務代理者：防災キャンプ事業ですが、参加人数のところでキャン

プ申込者４２人、地域住民４２５人となっていますが、実際は

何人泊まられたのでしょうか。また、保護者も一緒に泊まられ

たのですか。  

生涯学習課長：申込者となっておりますが、実際に４２人の子どもが泊



まっております。また、希望する保護者の方は泊まられた方もいます。  

都築職務代理者：たぶん実際に避難するときは一緒に行動すると思いま

すので、一緒のほうがいいですよね。  

生涯学習課長：子どもの中には、友達同士で夜中まで遊べると思って参

加した人もいたように思います。実際には、夜は１０時で消灯しまし

た。  

都築職務代理者：ハイゼックス作りとは何ですか。  

生涯学習課長：ハイゼックスというのは、ビニール袋だと思ってくださ

い。その中にお米とお水を入れて、大きな鍋で煮るとご飯ができます。  

舩尾委員長：基本的には、汚れた水でも大丈夫ですよね。  

生涯学習課長：ご飯と一緒に袋の中に入れる水はきれいな水ですが、鍋

の水は飲めない水でも大丈夫です。  

中央図書館長：袋の口を輪ゴムでしっかりと留めるので、どんな水でも

大丈夫です。  

舩尾委員長：地元の町内で作ったときは、ゴムの留め方が悪かったのか、

爆発してしまい大変でした。  

生涯学習課長：中に空気が残らないようにしっかりと輪ゴムで留めるの

がポイントだそうです。  

鳥居委員：防災キャンプというのは、今年初めて行ったのでしょうか。

また他の地区でも開催する予定でしょうか。  

生涯学習課長：今年初めて開催しました。今後どうするかについては、

これから考えさせていただきます。  

 

（３）第３４回安城市民大学の開催について  

報告事項（３）について生涯学習課長説明する。  

 内容：来年２月１日（日）に安城市民会館サルビアホールでＴＶキャ

スター草野仁を招いて第３４回安城市民大学を開催する。  

（質疑なし）  

（４）第４５回安城市民盆踊りの集いの結果について  

報告事項（４）について生涯学習課長説明する。  

 内容：８月２３日（土）・２４日（日）に第４５回安城市民盆踊りの

集いが行われ１，０３１人が参加した。（２３日は雨天のため



中止）  

舩尾委員長：盆踊りの集いについては、ヤコウｄｅサンバを聴かなくて

はと思いまして、雨でなかったら行くつもりでした。両日とも雨なの

で行かなかったのですが、２４日は雨でも開催したようですね。風向

きがよかったみたいで、自宅のベランダから聞かせていただきました。

サンバに聞こえなかったのですが、そんなものでしょうか。  

生涯学習課長：サンバのカーニバルのような激しいものではありません。

保育園児・幼稚園児用のものです。YouTube でヤコウｄｅサンバと

入力すると出てきますので、ご覧いただきたいと思います。  

（５）平成２６年度安城市体育表彰者について  

報告事項（５）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：平成２６年度安城市体育表彰者として、水谷行夫氏他を表彰す

る。 

（質疑なし）  

（６）第４７回安城シティマラソンについて  

報告事項（６）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：１２月１４日（日）に安城市陸上競技場（開閉会式及びスター

ト・ゴール地点）で第４７回安城シティマラソンが開催される。  

（質疑なし）  

（７）おはよう！ふれあいラジオ体操会開催状況について  

報告事項（７）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：７月１９日（土）から８月３１日（日）までに、「おはよう！

ふれあいラジオ体操会」が実施された。  

（質疑なし）  

（８）第５５回市民芸術祭の開催について  

報告事項（８）について文化振興課長説明する。  

 内容：第５５回市民芸術祭（第７１回安美展、文芸・技芸・趣味の集

い、第２６回市民文芸まつり発表大会、第４７回市民芸能まつ

り）が開催される。  

（質疑なし）  

（９）第９回安祥文化のさとまつりの開催について  

報告事項（９）について文化振興課長説明する。  



 内容：１０月４日（土）・５日（日）に安祥文化のさと（歴史博物館、

市民ギャラリー、埋蔵文化財センター、安祥公民館、安祥城址

公園）で第９回安祥文化のさとまつりが行われる。  

（質疑なし）  

追加報告事項  

 追加報告事項について、スポーツ課長説明する。  

スポーツ課長：今、アジア大会を行っておりまして、安城ゆかりの方  

がよい成績を収めておりますのでお知らせします。女子の６３ｋｇ

級レスリングで渡さんという方が優勝されました。この方はアイシ

ンＡＷに籍がありまして嘱託職員ということです。それから女子バ

スケットなのですが、昨日準決勝で負けてしまい、明日３位決定戦

をやるのですが、その中にも２名のアイシンＡＷに籍がある方がい

らっしゃいます。詳細につきましては、また報告させていただきま

す。またアジア大会後のパラリンピックに、古井町に住んでいる植

村さんが出場するということですので、また成績をお知らせしたい

と思います。  

 

第 ５ その他  

（１）請願の取り扱いについて  

 請願の取扱いについて総務課長説明する。  

舩尾委員長：委員長として、２件合わせて５分以内の口頭陳述を認めま

す。請願書に関しましては、私たちはあらかじめ読んでいますので補

足説明を中心に口頭陳述をお願いします。  

請願者：２件出しています。１つは編集趣意書に関することです。教育

基本法が求める国の伝統文化ということを子どもに教えるとなってい

ますが、東京書籍の教科書というのは、文化遺産しか書いておらず国

の政治とか外交とか伝統とかはまったく書いてありません。その代り

に差別的なことが一杯書いてあります。中学生世代に国の政治とか伝

統を教えないで差別をこんなにもたくさん書いて、子どもたちの頭に

叩き込むことが、適切かどうかということを皆さんに議論していただ

きたいと思います。次に朝鮮統治についての請願書です。日本人の子

どもがアメリカでいじめに遭っています。ラーメンに唾を吐きかけら



れたり、お結びをウンコみたいだねと言われたりとか、いじめられて

いるのですが、日本人の子どもはまったく反論できないで、泣き寝入

りの状態です。安城市の子どもたちでも、もしもアメリカに行けば、

こういうことになるかも知れませんし、現にあっているかもしれませ

ん。なぜ、子どもたちが反論できないのか、それは東京書籍の教科書

の記述にあります。皆さんもわかるかと思うんですが、ここでの記述

は朝鮮側からだけの記述であって、日本側の主張をまったく書いてい

ません。また、朝鮮側の言い分についても、嘘がたくさん書かれてい

ます。これでは日本人がこの教科書で学べば、罪悪感を抱くに決まっ

ています。こんな教科書で子どもたちが２年間か３年間勉強していま

す。東京書籍の教科書は、全国で５割か６割の占有率があります。私

は、日本人の子どもが外国でいじめにあっている理由が、たぶんこの

東京書籍の記述があると思っています。この事実についてもしっかり

と議論して、現に教えられてないのですから、安城の子どもたちにど

ういうことをしたらいいのか、私は補助教材などを作って教えて欲し

いとお願いしましたが、その点もしっかり考えていただきたいと思い

ます。それから、検定に合格したからといって、議論から逃げること

をしないようにしていただきたいと思います。国がすべてが正しいの

ではなく、間違っていることも改善が遅れていることもあります。国

の言うことがすべて正しいのであれば、国に対する訴訟が全国で起こ

ることがあり得ないと思います。教育委員の皆さんも子供たちに対し

て、国の言うことは全部正しいから言うことを聞けということはおっ

しゃらないと思います。疑義が出た場合には、教育委員の立場として、

正しいかどうかを検討すべきではないかと思います。国であれば裁判

所がやってくれますが、皆さんがそれをやっていく義務があると思っ

ています。日本人が誇りを持てないということについては、３つぐら

いの世論調査がありますから申し上げますが、世界価値観調査という

のがありまして、５年ごとに各国とも千人サンプルし、「もし戦争が

起こったら国のために戦うか。」という設問に対して、日本は１５．

６％で最低です。普通の国では７０％とか８０％です。２０１０年で

も１５．２%でした。エコノミストが、誇りに思うかということに対

して、世界３３か国中、日本は最低です。ＢＢＣ放送はご存知かと思



いますが、これも２０か国以上数万人を対象にして、自国に対する好

感度、自分の国を好きに思うかどうかということについて調査しまし

たが、日本は下から２番目です。そんな状況です。歴史教科書が悪い

に決まっているわけです。以上です。  

舩尾委員長：この請願について、どう取扱いますか。ご意見をお願いし

ます。  

都築職務代理者：以前の委員会での取り扱いと同様に、採択不採択を決

める必要はないと思います。教科書の採択については、いろいろな方

たちが様々な意見を持っており、一人の方の意見を採択するよりも

様々な意見をお聞きした上で、総合的に判断すべきであると考えます。

この請願につきましては、意見の一つとしてお聞きし、教科書の採択

の際の参考とさせていただくことにしてはどうでしょうか。  

舩尾委員長：他にご意見はありませんか。  

鳥居委員：私も一人の方の意見を採択するよりも様々な意見をお聞きし

た上で、総合的に判断すべきであると考えます。  

舩尾委員長：私の意見も以前と同じです。この提出された請願書の内容

を一つの意見として参考にさせていただき、委員会として適切に教科

書採択を行うことで、この請願への対応とさせていただいたらどうで

しょうか。  

委員一同：異議なし  

舩尾委員長：それでは、その他で何かありますか。  

総務課長：次回の教育委員会の日程ですが、定例教育委員会を１０月３

０日（木）午後１時３０分から、第１０会議室で開催させていただき

ます。  

   

閉  会   午後４時２分  


